第１条　従業員が１年以上勤続して退職したときは、この規定により退職金を支給する。
第２条　退職金は、従業員の退職時の基本給月額に、別表第１に定める勤続期間に応じた支給率を乗じて得た額とする。
第３条　会社都合（業務上の傷病を含む）または１０年以上勤務して定年に達したことにより退職した場合には、前条の規定によって算出した額の３割以内を増額支給する。
第４条　この規定による退職金の支給を一層確実にするために、販売店は、従業員を被共済者として一般社団法人 電器販売店従業員退職金共済会（以下「共済会」という。）と退職金共済契約を締結する。
第５条　新たに採用された従業員については、見習期間を経過し、本採用となった月に、前条の契約に追加加入の資格を得るものとする。
第６条　退職金共済契約の掛金の月額は、別表第２のとおりとする。
第７条　退職金共済契約に基づく退職金は、従業員の請求によって、共済会が支給する。
第８条　共済会から支給される退職金の額が第２条および第３条の規定によって算出された額より少ないときは、その差額を販売店が直接支給し、共済会から支給される額が多いときは、その額を本人の退職金の額とする。
第９条　従業員が懲戒解雇を受けた場合には、共済会に退職金の減額を申し出て、退職金の支給額を減額し、または第８条に定める差額を支給しないことがある。
第１０条　第２条および第３条の勤続期間の計算は、本採用となった月から退職発令の月までとし、１年に満たない端数は月割りとする。
第１１条　休職期間は、勤続年数に算入しない。

第１２条　この規定による退職金は、本人に支給するものとし、本人が死亡した場合は、一般社団法人 電器販売店従業員退職金共済会 共済規程の定めるところにより遺族に支給する。

第１３条　この規定は、関係法規の改正および社会事情の変化などにより必要がある場合には、従業員の意見を聞いて改廃することができる。

附　　　　　則

　この規定は、令和○年○月○日から実施する。
別表第１　退職金支給率（退職時の基本給月額への乗数）

	勤続年数
	支給率
	勤続年数
	支給率
	勤続年数
	支給率

	  1年
	0．2
	   11年
	　7．8
	   21年
	18．4

	2
	0．8
	12
	　8．8
	22
	19．5

	3
	1．4
	13
	　9．8
	23
	20．7

	4
	2．1
	14
	10．8
	24
	21．9

	5
	2．8
	15
	11．8
	25
	23．1

	6
	3．6
	16
	12．9
	26
	24．2

	7
	4．4
	17
	14．0
	27
	25．3

	8
	5．2
	18
	15．1
	28
	26．4

	9
	6．0
	19
	16．2
	29
	27．6

	10
	6．9
	20
	17．3
	30
	28．8


（注）３０年をこえる年数１年をますごとに１.０を加える。
別表第2　掛金月額表

	基本給月額
	掛金月額

	  90,000～119,999円の者
	  5,000円

	120,000～149,999円の者
	  6,000円

	150,000～199,999円の者
	  8,000円

	200,000～249,999円の者
	10,000円

	　　　　250,000円以上の者
	12,000円
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